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高齢者の福祉住環境
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要 　　　約

高齢化社会の到来に伴い，心身機能や社会的適応力の衰えた高齢者（＝生活者）のための住環境整
備が急務とされている．従来は住宅と家族が担っていた高齢期居住も，住宅整備による自立生活，社
会サービスによる在宅支援を受けた生活，機能分化された多種の施設居住，血縁に縛られない扶助的
な共同生活など，選択肢の広がりを見せている．
高齢者の生活水準を担保するためには，物理的環境と社会的環境の両面からの支援が必要であるし，

生活領域を狭めることなく面的な広がりを維持することが大切である．また，高齢者と生活環境の相
互作用の関係を理解して，高齢者の主体性を尊重した持続的環境改善の取り組みを続ける必要がある．

�．はじめに

本論のタイトルにある住環境は，物理的なシェル
ターとしての建築空間とそれを取り巻く外部環境及
び社会環境を含んだ広範なものである．このうち狭
義の建築空間に目をやると，従来の日本では住宅と
いう器において家族という単位を規範としながら日

常の就寝・食事・夫婦生活・育児教育・家族のだん
らん・仕事等の様々な行為が営まれてきた．しかし，
近年の少子高齢化の流れや多様な価値観の出現にお
いて，この家族という生活の基盤が崩れつつある．
特に高齢化の流れは顕著であり，従来は人の一生を
示すライフステージのすべての場面を住宅が担って
きたが，高齢期居住においては社会的援助を付加し
た新たな生活空間の必要性が高まっている．これを
受けて，グループハウスや特別養護老人ホームなど

の高齢者居住施設の整備や，持続的生活のための在
宅支援といった社会的努力も続けられている．
住環境において，安全性や作業性はもちろんのこ

と，そこに営まれる生活の質が長期的な意味で担保
されるべきである．そのためには高齢化によるハン
ディを持った場合にも有効なユニバーサル空間を
用意し，不十分となる点においては社会的な援助を
行うとともに，積極的に生活空間の側を改善すると
いった考え方が主流となっている．本論では，これ

ら高齢者の住環境に関する事項について，建築計画
学の視点から俯瞰的に眺めてみたい．

�．高齢者の福祉住環境とは

�．�．生活空間の概念

一般社会において考えられている生活空間の構成

モデル ��を図 �に示す．ここには，個人空間�家族
空間�近隣生活空間�公共生活空間と段階的な生活
領域の広がりが示されているが，住宅であれ居住施
設であれ，高齢者の生活領域もこれに準ずるのは当
然である．一般に，高齢化による身体能力や社会的

図 � 生活空間の構成モデル
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な適応力の減衰とともにこの範囲が狭められていく
ため，生活者の自立性を重んじながらこの領域維持
に努めることが課題となっている．行政や医療福祉
の関係者を含めた連携のもと，このモデル全体を横

断した配慮が肝要であるが，建築計画の分野では狭
義的に図中の住戸空間を対象にすることが多いため，
これを中心に先の論を進める．

�．�．福祉住環境の役割

高齢化による住環境に対する影響要因としては，
体格や身体寸法が小さくなり作業領域が狭まる，脚
力や筋力の身体的能力が低下する，感覚機能を始め
とした生理的機能が減退する，新たな設備や住宅様

式への適応力が低下する，社会的な交流の機会が減
少する，疾病や負傷の機会が多くなる，過去の記憶
や物に対する執着が強まること等があげられる��．
加えて，記憶力・判断力の低下など精神面の弱化，特
に認知症が発症した場合など深刻な影響を及ぼす．
これらの要因に対しての環境整備の意義は，�）心
身機能が衰えた場合でも生活者の意思を尊重したう
えで自立した生活を支えること，�）これまでに住
まい続けてきた生活環境の居住継続を支えること，

�）事故を予防すること，	）生活者に介護が必要
となった場合に無理なく対応できることにある��．

�．�．建築的環境整備の困難さ

具体的な建築空間として住宅あるいは居住施設を
捉えると，�つの段階的要素に分類できる．�つ目
は建物自体であり，その間取りや開口部（窓やドア）
など建築工事によって作られた構造的要素である．
�つ目は手すり・空調や照明の設備機器・床や壁の

インテリア仕上げなど可変可能なレベルの建築的要
素，�つ目はテーブルや収納家具の配置・カーテン
や壁の飾りつけなどしつらえに関する要素である．
このうち，構造的要素は建築時に決定される固定的
なもので，特別な改築の機会がない限り変更は難し
い．対して，改変可能なレベルの建築的要素は費用
等の発生があるが一定のサイクルでの改善が可能で
ある．さらに，しつらえに関する要素であれは，生
活者あるいは介護者の範疇で日常での工夫が可能で

ある．
この中で，構造的要素は空間の構成や動線などの
骨格を決定するため，そこで営まれる生活に対して
規定力が極めて強い．一般の住宅においても，建築
時点で居住者の将来変化を見込んだ計画がなされる
べきであるが，自分が高齢者となった時の生活像を
客観的な目で判断すること自体が困難であり，対処
が不十分にとどまる場合が多い．特に高齢化対応の

計画は，動作空間としての余裕面積を確保する必要
性が高いことから，空間的・経済的制約も大きく，
その執行を難しくしている．これが居住施設の場合
であれば，当然ながらに建築時点で動作空間に対し

て配慮した計画はなされる．しかし，施設は不特定
な入居者を対象とした空間であることや介護サービ
スのあり方も関係して，個人的な家具の持ち込みや
飾りつけなどのしつらえの自由度に制約がかかる場
合が多くなる．
高齢者居住のあり方に関して，これまでに建築計

画学の分野では，諸室の空間配置や寸法体系，人間工
学的な作業研究など，主に物理的側面について一定
の知見を得ており，近年では生活主体となる人間と

その生活環境の相互関係について興味の対象がシフ
トされている．具体的な検証方法として，
��（空
間利用調査），感性評価，アンケート調査等の手法が
よく用いられるが，最も慎重な考慮の対象とすべき
心身機能の低下した高齢者を相手とした調査は困難
を伴う．日常生活に深く入り込む必要のある 
��

にはプライバシー確保との兼ね合いが生まれるし，
質問等の調査も高齢弱者の応答自体に無理が生じる
場合が多い．調査方法の在り方も含めて，より実証

的な知見が望まれるところである．

�．福祉住環境の社会的整備

住宅や施設の住環境を計画する際には，そこでの
生活者のみならず建築の関係者や施設の運営者が介
在することになる．長期的な使用に向けた視野や専
門性が必要となるし，経済的な問題も大きく関わる
ため，法的整備による誘導が不可欠とされる．ここ
ではその対象となる環境を，一般住宅，居住施設，

公共建築物と公共空間の �つに分類して，高齢者の
居住や社会生活に向けた近年の法的整備について概
観する．

�．�．一般住宅の法的整備

���年に当時の建設省（現，国土交通省）により
「長寿社会対応型住宅設計指針」が策定され，これに
呼応して����年に「住宅金融公庫の融資基準」が改
定されることで，一般住宅の性能基準の一つとして

初めて高齢化対応が加えられた．これは，加齢によ
る身体機能が低下した場合や障がいが生じた場合に
でも無理なく継続居住が送れるよう配慮した，バリ
アフリーの観点からの設計指針であり，高齢者の寝
室と玄関・トイレ・浴室・居間食事室等の同一階近
接配置，寝室・トイレ・浴室の面積確保，手すりの
設置，出入口・廊下・階段の必要寸法や段差解消等，
主に住宅内移動の性能確保について規定したもので
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ある．
その後，����年施行の「品確法（住宅の品質確保

の促進等に関する法律）」の中で住宅性能表示制度が
創設され，構造の安定・火災時の安全・温熱環境等

の各種性能について等級別の評価ができるよう基準
が示された．この中には，高齢者への配慮に関する
こととして 段階の等級表示も含まれており，身体
機能の衰えに対して，住宅内移動時の転倒や転落防
止の配慮と，介助を含む車いす使用時の生活行為に
向けた配慮が，建築的にどの程度なされているかが
具体的に数値化した技術基準として示された．詳細
は省くが，例えば等級 の通路幅は����以上で
出入口幅は�����以上，等級 	になるとそれぞれ

�����と����になるといった具合である．この
住宅性能表示制度は，その分かり易さから一般住宅
の高齢化対応に対する貢献が認められる半面，本来
は生活者ごとに多様であるはずの住環境を一意的な
数値化で評価してしまうといった懸念も指摘されて
いる．また，施設と違って一般住宅での介護スペー
スをどのレベルまで配慮しておくべきかは，判断の
分かれるところでもあり，更なる検討の継続が必要
であろう．

なお，高齢者用住宅の量的確保という面からは，
持家と賃貸住宅の両市場での効率的な供給を図る目
的で，����年に「高齢者居住法（高齢者の居住の安
定確保に関する法律）」が施行された．その主要な
方策として高齢者向け優良賃貸住宅制度があり，民
間事業の物件に対してバリアフリー対策や面積など
の設置基準を示すとともに建設費や家賃の補助が行

なわれた．また，高齢者の民間賃貸住宅への入居や
終身契約に向けた支援など，借家での居住保障を意
識した対応がなされた点は評価すべきといえる．

�．�．居住施設の法的整備

����年の「老人福祉法」により，老人ホームと呼
ばれて現在に至る高齢者施設の設備・運営に関する
基準が定められた．この後，施設の形態は厚生や建
設に関わる行政のもとで機能分化を続けるが，中で
も����年に制度化された小規模生活型特別養護老
人ホームは近年の高齢者施設での最も大きなエポッ
クといえる．これまでの大規模施設による集団的な
サービスの反省から，利用者への個別対応を重視し

た小規模な家庭的環境（ユニットケア）が導入され
た．これに追従して，老人保健施設などその他の施
設においても小規模な生活単位への移行が進められ
る方向にある．また，����年に認知症高齢者グルー
プホームが創設されるが，これは居住形態としては
施設ではなく住宅そのもので，地域にも開けた家庭
的環境を維持しやすく，将来的な高齢者居住の在り
方の一つとして期待されている．参考までに，その
他も含めた高齢者向け居住施設の体系��を図 �に示

しておく．

�．�．高齢者の生活領域拡大と社会参加に向けた

法的整備（公共建築物と公共空間）

福祉的な住環境とは，衣食住の日常生活をおくる
空間（住宅や施設）にとどまらず，近隣地域から都
市環境まで広がりを持って捉えられるべきである��

図 � 高齢者向け居住施設の体系
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（図 �）．高齢により心身が衰えた状況にあっても，
近隣の人と交流し，あらゆる用途の建築物を利用
し，公園などの屋外環境も享受できてこそ福祉的で
ユニバーサルな環境といえる．このための最初の具

体的取り組みとしては，���	年施行の「ハートビル
法（高齢者，身体障害者等が円滑に利用できる特定
建築物の建築の促進に関する法律）」が挙げられる．
これは，不特定多数の人が利用する建築物を対象と
して，アクセスのための動線部分やバリアフリート
イレ等について整備を促したものである．����年に
は，公共交通機関を利用した移動性を担保するため
の「交通バリアフリー法（高齢者，身体障害者等の
公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関す

る法律）」が施行され，旅客施設とその周辺環境の整
備が図られた．さらに����年には，この �つを統合
する形で「バリアフリー新法（高齢者，身体障害者
等の移動等の円滑化の促進に関する法律）」が制定
され，その対象範囲に道路・屋外駐車場・都市公園
といった外部空間までも加えられた．これらの諸策
は，生活環境を建築物といった点的な範囲から面的
な地域環境へと押し広げた点で大変意義深い．一方

図 � 福祉空間の対象領域モデル図

で，対象として都市部での整備が先行されている感
もあり，例えば過疎化に悩む地方の限界集落など，
広範な地域社会も含めてどう拡充していくべきか，
この先の課題でもある．

�．一般住宅における高齢者の住環境

近年の諸政策によって高齢者向けの施設や集合住
宅等の環境整備が進んではいるものの，一般の生活
者においては，住み慣れた自宅での継続居住に対す
る要望が圧倒的に強く，いかにしたら生活拠点を変
えることなく自立した生活を送れるかが大きな関心
事となっている��（図 	）．高齢者数増加と高齢期長
期化の傾向を受け，社会的にも在宅サービスを援用

した生活支援による継続居住の推進を図る方向にあ
る．その生活基盤となる住宅は，生活者ごとの個別
性が高いため一意的に論じるのは難しいが，ここで
は建築設計の視点も交えて日本住宅の特徴を捉えな
がら，福祉居住に向けての在り方を考えたい．

�．�．日本の住宅の特徴と福祉住環境に関わる課題

（�）住宅の床面積
高齢期居住における自立や介護に向けた最も重要

な要素は，日常生活における動作領域を確保し住宅
内での移動を容易にするための広さ（面積確保）に
ある．車いす等の福祉用具使用時には通常の歩行時
よりも余裕ある通路空間が必要になるし，介護が必
要になった時には居間・寝室・浴室・トイレなど，
どの単位空間においても健常時と比べてより大きな
動作空間が必要となる．この点を理解はしても，建
築時に将来を見越した余裕ある床面積を確保するの
は大きな負担となることが，対応を阻む原因となっ

ている．さらには先述のとおり，これは建築自体を
決定する構造的要素であり，後の変更が難しいとい
う問題も含んでいる．

図 � 高齢時の住み替えの意向
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（�）伝統的な寸法基準である尺貫法
日本の多くの木造住宅は，柱と柱の間隔を半間（＝

�尺≒�����）とした基準寸法によって設計されて
いる．たとえば，廊下の幅はこの半間から柱や壁仕

上げの厚みを引いて����程度となってしまう場
合が多く，福祉的な意味で十分な寸法とは言い難い．
同様にして，階段や出入口の幅など多くの動線部分
で不都合を招くことが多い．これへの対応は，間取
りの効率性を考えるととても細やかな寸法調整が要
求されるため，計画時において専門家の十分な知識
と配慮が望まれる．なお，鉄筋コンクリート造や鉄
骨造ではこの尺貫法は使われないものの，流通する
建築材料等の関係で同様の寸法が適応される場合が

多い．また，一般的な共同住宅の場合など，商品性
を高めるためのスペースセービングばかりが重視さ
れ，余裕寸法は取られないのが常となっている．
（�）段差の問題
欧米と比較した日本住宅の特徴に，玄関の上り

（上下足の履き替え）があること，浴室に洗い場を設
けることが挙げられる．住様式の欧風化が進む潮流
にはあるが，筆者らの調査でも居住者のこの二点へ
のこだわりは依然と強い傾向を確認している��．こ

のうち玄関では，建築基準法において木造住宅の �

階の床の高さは地面から原則	���以上高くする
こととされた規定も関係し，土間からの上り框が最
も大きな段差バリアーを生む要因になっている．ま
た，浴室の洗い場は水処理の関係で数センチの段差
が生じる場合が多く，裸での水場という条件があい
まって，住宅内事故を招く原因となっている．他に
も，和室がある場合には畳と洋室の床材の厚みの関
係で段差が生じやすいし，トイレも排水の絡みから

段差のある場合が多い．これらのうち，玄関につい
ては習慣上の段差を残すのが常であるが，式台や手
すり，あるいはスロープを利用してバリアーを小さ
くする配慮が大切である．一方，浴室や和室に関わ
る段差は，近年の高齢化対応の意識の高まりの中で，
新築の場合は技術的に解決してフラットに納めるの
が，もはや一般化している．
（	）起居様式
多くの住宅現代では，和室と洋室つまり床座とい

す座の空間が混合している．特に高齢者の場合，生
活習慣上の関係で畳の床座での起居を望む場合が多
いが，床からの立ち座り動作は身体的負担が大きい
し，介護が必要な場合にも不向きとされている．し
かし，生活の質を考慮すると，高齢生活者の主体的
な意思を尊重した住み慣れた環境を維持することも
重要な点であり，依然として個々の生活者の要望に
合わせた対応が望まれるところである．

（）住宅の気密性と熱環境
加齢によって熱環境への対応力が弱まる中で，特

に冬季に暖房した部屋と廊下やトイレなどの室温差
によるヒートショックが循環動態に及ぼす影響が懸

念されている．建築の技術的には，窓の複層ガラス
化や施工方法の工夫で気密・断熱性能の水準が格段
に向上しているし，住宅用全館セントラル空調もも
はや特殊とはいえない．一方で，日本の気候風土で
は開口部を大きくとった開放的な造りが好まれる傾
向が強く，これが大きなヒートロスの要因となるの
も事実である．法的な意味での住宅性能では高気密
高断熱の住宅が評価されるが，伝統的開放性を重ん
じた住環境とどちらを優先すべきか，意見の分かれ

るところでもある．
（�）水廻り空間の間取り
欧米の住宅では，トイレ・浴室・洗面室を ����

����として通常 �室にまとめるが，日本の住宅
においては依然と分割する嗜好が強い．これら水廻
りは日常生活の最も基本的かつプライベートな生活
動作のなされる空間であって，自立を支える場とし
ての重要性が高いが，小分割された空間がこれを難
しくしている．介護の場面においても然りである．

一般に，水廻りに十分な面積を確保できるケースは
少ないため，福祉的視点からは水廻り諸室を集約す
るのも有効な手段の一つといえる．
（�）引き戸
伝統的な建具形式である引き戸が見直されている．

開きしろのスペースが不要のためトイレ等の小空間
で倒れるといった緊急時にも開けられるし，車いす
利用者にも使いやすく，バリアフリー的性能が評価
されている．戦後の日本住宅は，����に示される

ような個室を確保することに重きが置かれ，そこで
は密閉性の高い開き戸が重宝されたが，近年はむし
ろ家族間の気配を感じあえるような部屋の連続性を
求める回帰的な傾向も表れており��，開放性の高い
開き戸はこれに適している．高齢者を抱えた家族同
士が，どのような距離感を持ちながら生活するのが
適切かを一概に定めるのは無理があるが，このよう
な建築的エレメントを駆使して住環境を整える努力
は意義あるものといえる．

�．�．高齢者配慮の住宅例

加齢による身体的・感覚的障害やそれによる生活
行為に対応した計画手法を，トランスジェネレーショ
ナルデザイン 	�と呼ぶ．建築の場合は，手すりの取
り付けレベルの簡易な変更は別にして，間取りに関
する変更は困難となるため，新築時からの対応が望
まれるところである．ここでは事例の一つとして，



�	 松 　本 　正 　富

筆者が設計に関わったトランスジェネレーショナル
デザインを意識した住宅を紹介する（図 � �）．こ
の住宅の生活者は前期高齢者より若齢の健康な女性
であるが，福祉に関連する分野の専門家であるため

住環境に関しても造詣が深く，高齢者居住の先駆的
な住宅の在り方を望まれた．自立生活と介護も含め
た動作空間を備えることや，基準階にすべての生活
機能を集約することは当然のこととして，その他の
主要なコンセプトを記す．
（�）敷地内において内部と外部を含めたフルフラッ
トな環境を提供する．
将来的な心身の衰えは未定の中で，車いす使用レ

ベルに日常生活能力が減衰した場合まで対処が可能

な空間とする．玄関・浴室・トイレ・庭も含めた敷
地内のすべての空間がフルフラットかつ有効な幅員
で結ばれている．
（�）屋内の生活動線部分に �手をついて体を支える
ための支持面� を備える．
体を支える支持面とは，床より≒����のレベ

ルに設定された上向きの面すべてであり，壁から
����突き出された木製の手つき台・窓の下枠・造
り付け家具の天板・洗面台・トイレライニング等を
さす．これらは，横移動を補助する手すり的な機能

を果たしながらも，福祉的部材として主張すること
なくデザインされ，たとえば足腰が弱った場合に伝
え歩きの補助となれるよう意図されている．
（�）近隣との交流を促すセカンドリビングを用意
する．
この住宅には �つのリビングルームがある．一方

は従来的なくつろぎの場であり，もう一方は外部か
ら直接のアクセスを有する社交のための空間である．
高齢時での社会から孤立した生活が問題視されてい

るが，これは近隣との交流を深めより高い生活の質
を喚起するための建築的仕掛けである．

�．介護系高齢者居住施設における住環境

�．�．施設環境の目指すところ

コーヘン（�� �� !�）とワイズマン（"� �� #!$%&

　

図 � 　上り框のない玄関から廊下への見通し
右手側に連続する �体を支える支持面�（手すり）

　　　

図 � 　手前のプライベートリビング
から奥のセカンドリビングの
見通し

　

図 	 　左側にプライベートリビング
右側に外部から直接アクセスできるセカンドリビング

図 
 　車いすレベルまで対応した
玄関までのスロープ
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�'�）は，認知症高齢者の施設居住の環境モデルを，
介護者や施設の同居者を示す社会的環境，具体的な
生活空間や建築的なしつらえを示す物理的環境，施
設の介護方針やプログラムを示す運営的環境の �つ

の構成要素からなる複合的なシステムとして捉え
た 
�（図 �）．一般の高齢者居住施設もこれと同様に
理解できる．高齢者は住み慣れた環境（＝住宅）で
自立生活を持続できることが望ましいが，施設に生
活拠点を移行する場合に，この �要素に関わる対人
関係・生活空間・日常生活習慣すべての一新を余儀
なくされるため，そこでの落差を縮めることが社会
的な課題となっている．この中で物理的環境を主に
扱う建築計画の分野は，これまで生活者の基本的日

常生活や介護のための，効率的な空間性について検
討を進めてきた．しかし，特別養護老人ホームの原
則個室化を機に，自己管理下でプライバシーの確保
された個人空間，対人関係を調整すべく段階的空間
構成，家族的規模での生活環境等，生活の質を向上
するための計画を重視する傾向が一挙に強まった．
特に，規模の大きな施設では，従来型の大規模処

遇環境の反省とプライバシーある個人空間の必要
性に加えて，一般住宅や地域社会にあるような段階

的生活領域の広がりを担保するため，表 �に示すよ

うな 	つの領域を計画的に用意することが提唱され
た ���．入所者の豊かな生活を保障するためには，一
人になれる領域から，基本的日常生活を共に送る家
族的な仲間同士の領域，集団での行事等に使われる

領域から，施設以外の地域の人らと交流できる領域
と，自分の意思に従って居場所や関係する集団の大
きさを選択して使い分けられる環境が必要と考えら
れている．

�．�．施設での生活の質を高めるための配慮

（�）個室の面積
特別養護老人ホームの個室面積は������（≒��

帖）以上，グループホームの個室は��	���（≒	�

帖）以上と規定されている．従来に比して，高齢者
の施設空間に生活者の個人領域である個室が配備さ
れたことは評価できるが，生活家具の配置や自由な
しつらえには限度があり，主に就寝のための空間と
なってしまいがちである．もちろん高齢者の要介護
度にもよるが，個室をプライベートな寝室とみれば
面積はこと足りても，家庭の一部とみた場合は十分
とはいい難い．様々な私有物を自己で管理できる空
間というのも主体的生活のための一要件であり，居

住水準を向上する意味での面積検討も先の課題とい

図 � 高齢知的障害者を取り巻く環境の概念 　（一部，筆者加筆）

表 � 高齢施設の段階的領域 　（一部，筆者加筆）
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える．
（�）要介護高齢者に向けた福祉用具との連携
図��，��は，筆者らによる特別養護老人ホーム入

居者の生活展開を調査したデータの一部で ���，日中

の滞在姿勢と行為内容を示したものである．昼間で
もほとんどの時間をベッドや車いすで過ごし，ほぼ
半分の時間は睡眠・無為といった積極的活動のない
状態であったことが理解できる．このような状況下
では，居場所としての建築空間はもちろんであるが，
ベッドや車いすなどの人体に直接ふれる用具のエル
ゴノミクス的性能こそ重要視される．要介護度が進
むにつれてこれら人体系福祉用具への依存度は高ま
るうえ，テーブルや洗面台など他の建築的エレメン

トとの適合性も絡むため，福祉用具と連携した空間
全体のしつらえを考えていくことが重要である．
（�）基本生活と介護
食事・排泄・入浴は，施設で介護を受けることの多

い基本生活動作であり，建築的環境にも大きく依存
する．このうち食事に関しては，従来型の大食堂を
改めて小規模処遇に向けたユニット毎のキッチンや
ダイニングの整備が，高齢者の食事準備に参加する

機会を促したり，ゆったりした家庭的環境をもたら
すなどの効果を見せている．排泄に関しても，施設
特有の集中配置のトイレが移動能力の衰えた高齢者
の利用を困難にさせていた反省から，個室ごとある

いはその近辺に分散配置される計画が，自立した使
用や介護の際のプライバシー保持に貢献している．
一方で，入浴に関しては，大規模施設の建築環境に

加えて介護の効率性への懸念から，個別対応に手間
取る傾向にある．基本的に小規模処遇の施設にあっ
ても，浴室はセミパブリックな空間として単独配置
された計画も多い．しかし，浴室設備や介護の環境
が十分でない場合，一般浴槽を使用する入居者の要
介護度が進んだ場合に一挙に臥位式の機械浴槽に移

行するようなケースも多くみられるため，座位入浴
型浴槽などの中間的な介護設備導入と個別対応の入
浴環境を合わせて推進することが望まれる．このこ
とで，個別対応の入浴による利用者のプライバシー
確保や家庭的環境の提供は無論のこと ���，マンパ
ワーの上手な配置による他の日常介護の充実といっ
た効果も期待できる���（図��）．

図�� 　滞在姿勢（移動手段）（＝��）
�� �次調査でベッドで滞在が減少しているのは，
積極的に離床を進めたケア方針による

図�� 　行為内容（＝��）
　
　

図�� 個別入浴介護の導入前後の職員の歩数と行為内容の変化
誘導専従者がフロア業務へと変わり，入浴時間帯の急激な歩数増加が軽減され，日常介護への関わりが �割ほど増加した
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図�� 　障がい者用に配慮されたサイン
視認性に優れるが，居住空間にあった場合は
非日常的イメージを感じる

図�� 　高齢者施設の廊下
機能的に必要な幅は，住宅的感覚を損なう
　

�．�．施設環境整備に関わる矛盾点

施設においても生活者の主体性を重んじた家庭的
空間が望まれる半面，これはもともとが不特定の利
用者を見込んだ無個性的空間であるため，個別対応
自体に困難な面がある．また，十分な設備と広さを
備えて動線の効率化が図られた機能的空間は，利用
者の生活の場ではなく介護のための空間となりがち
である．認知されやすいよう表示された大きなサイ
ンや幅広の廊下など，それ自体が非日常性を演出す
る要素となってしまう（図��，�	）．これら住宅と

施設の対立要素を一方的に捉えるのではなく，矛盾
点を理解したうえで事例ごとの状況を見定めた計画
上の調整こそが望まれる．

�．おわりに

建築計画の扱う物理的環境（間取り・動線・動作
寸法・インテリア等）は高齢者居住に関わる一要件
であるが，これは実際の生活を支援するための社会
的環境を合わせて検討する必要があることは言うま

でもない．主体的な生活を営むべき高齢者は，心身
能力の衰えや家族変化に合わせた環境を求め，環境

はそれに合わせて改善されるといった相互関係を認

め，時間的流れの中での取り組みが継続される必要
がある．社会サービスにおいては，従来の自宅での
生活に困難が生じた場合は施設居住に移行という二
元的な見方を改め，住み慣れた場所での継続居住を
支援すべく方針が進めれれており，これに合わせた
建築計画的対応も求められている．生活拠点の変更
は大きなストレスを招く要因であり，住宅及び諸施
策の中で分化された施設も含めて，長期的に変化す
る多様な住要望に応えるべく空間の醸成が必要で

ある．
最後になるが，住まい手を中心とした住居の計画

手法として，共同住宅の中に共用の食堂等を付設し
適度なコミュニティーを形成するコレクティブハウ
ジング，地域の住民参加による施設整備や地域力の
活性を図るワークショップ，血縁関係や年代を問わ
ずに相互扶助の共同生活をおくるグループハウス
（グループリビング）など，新たな計画手法の実践も
進んでおり，社会サービスの関わり方も含めた住環

境の将来的な可能性に期待したい．
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